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Ⅰ．「こども保険」の仕組みと特徴

１．５年ごと利差配当付こども保険とは

被保険者であるこどもが所定の年齢に達した直後の１２月１日および満期時に生存しているときに成長祝金を支払います。Ａ型契約の場合、扶養者である契約者に万一のことがあった場合には、その後の養育資金として保険期間中毎年養育年金を支払います。

また、責任準備金の運用益が会社の予定した運用益を超えた場合、契約日から５年ごとに契約者配当金を支払います。

２．５年ごと利差配当付こども保険の仕組み

＜１＞仕組図

【Ａ型・２２歳満了の場合】






 ０歳              ６歳              12歳    15歳    18歳  20歳  22歳

＜２＞保険契約の型

保険契約者は保険契約締結の際、次のいずれかの型を指定します。保険契約締結後は保険契約の型の変更はできません。

	保険契約の型
	Ａ型
	Ｂ型

	給付の種類
	（１）成長祝金

（２）こども死亡保険金

（３）養育年金

（４）契約者死亡・高度障害見舞金
	（１）成長祝金

（２）こども死亡保険金




＜３＞保険期間と契約年齢の範囲

保険期間とこどもの契約年齢の範囲は次のとおりです。

	保険期間
	こどもの契約年齢の範囲

	１５歳満了
	０～　９歳

	１８歳満了
	０～１２歳

	２２歳満了
	０～１５歳


３．５年ごと利差配当付こども保険の特徴
＜１＞こどもの成長に合わせた成長祝金の支払

小学校、中学校、高校、大学入学時、成人式および保険期間満了時にそれぞれ成長祝金を支払います。支払時期は入学する前年の１２月なので、余裕をもって入学資金等に充てることができます。

＜２＞契約者に万一のときには見舞金および年金の支払（Ａ型の場合）

扶養者である契約者が死亡または高度障害状態に該当した場合は、一時金として契約者死亡・高度障害見舞金を、また、こどもの養育資金として保険期間満了時まで毎年養育年金を支払います。

＜３＞保険料の払込免除

契約者が養育年金の支払事由に該当した場合または不慮の事故により所定の障害状態に該当した場合には、以後の保険料の払込を免除します。

＜４＞出産予定日の１４０日前から契約可能

出生前加入特則により、出産予定日の１４０日前から加入できます。こどもが出生したときから被保険者となり、その際のこどもの健康状態は問いません。

Ⅱ．商品内容


１．保障内容

＜１＞５年ごと利差配当付こども保険の支払事由、支払額、受取人は次のとおりです。
	 eq \o\ad(種類,　　　)
	支払事由
	支払額
	受取人

	成長祝金
	被保険者が次の時に生存しているとき

(1) 22歳満了の場合

①次の年齢に達した直後の12月１日

・満５歳８か月

・満11歳８か月

・満14歳８か月

・満17歳８か月

・満19歳８か月

② 保険期間の満了時

(2) 18歳満了の場合

①次の年齢に達した直後の12月１日

・満5歳８か月

・満11歳８か月

・満14歳８か月

② 保険期間の満了時

(3) 15歳満了の場合

①次の年齢に達した直後の12月１日

・満５歳８か月

・満11歳８か月

②保険期間の満了時
	契約時のこどもの年齢に応じ基準保険金額に＜２＞成長祝金支払割合の表の割合を乗じて得た額
	保

険

契

約

者

	こども死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	被保険者の死亡時における年齢および時期により基準保険金額に
＜３＞こども死亡保険金支払割合の表の割合を乗じて得た金額
	保

険

契

約

者

	契約者死亡・高度障害見舞金

（Ａ型のみ）
	保険契約者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当したとき
	基準保険金額に50％を乗じて得た金額
	養

育

年

金

受

取

人

	養育年金

（Ａ型のみ）
	(1) 第１回養育年金

契約者死亡・高度障害見舞金が支払われたとき

(2) 第２回以後の養育年金

第１回の養育年金の支払事由が生じた日の保険期間中の年単位の応当日に被保険者が生存しているとき
	基準保険金額に養育年金支払率（100％）を乗じて得た金額
	養

育

年

金

受

取

人


＜２＞成長祝金支払割合

（１）22歳満了

	被保険者の年齢
	契約時の被保険者の年齢

	
	０～２歳
	３～９歳
	10～12歳
	13～15歳

	満５歳８か月
	１０％
	－
	－
	－

	満11歳８か月
	２０％
	２０％
	－
	－

	満14歳８か月
	３０％
	３０％
	３０％
	－

	満17歳８か月
	４０％
	４０％
	４０％
	４０％

	満19歳８か月
	５０％
	５０％
	５０％
	５０％

	保険期間満了時
	５０％
	５０％
	５０％
	５０％


（２）18歳満了

	被保険者の年齢
	契約時の被保険者の年齢

	
	０～２歳
	３～９歳
	10～12歳

	満５歳８か月
	１０％
	－
	－

	満11歳８か月
	２０％
	２０％
	－

	満14歳８か月
	３０％
	３０％
	３０％

	保険期間満了時
	５０％
	５０％
	５０％


（３）15歳満了

	被保険者の年齢
	契約時の被保険者の年齢

	
	０～２歳
	３～９歳

	満５歳８か月
	１０％
	－

	満11歳８か月
	３０％
	３０％

	保険期間満了時
	５０％
	５０％


＜３＞こども死亡保険金支払割合

	死亡時の年齢および時期
	基準保険金額に乗じる率

	満３歳の契約応当日の前日以前
	 ２０％

	満３歳の契約応当日以後、満４歳の契約応当日の前日以前
	 ４０％

	満４歳の契約応当日以後、満５歳の契約応当日の前日以前
	 ６０％

	満５歳の契約応当日以後、満６歳の契約応当日の前日以前
	 ８０％

	満６歳の契約応当日以後
	１００％


＜４＞養育年金受取人

契約者は被保険者または被保険者の父母もしくはその他の親族のうちから１人を養育年金受取人として指定します。

＜５＞養育年金支払期間中に被保険者が死亡した場合

養育年金の支払事由が生じた後に被保険者が死亡した場合には、約款別表に定める養育年金の未払分の現価を一時に支払います。

＜６＞免責事由

こども死亡保険金、契約者死亡・高度障害見舞金の支払事由に該当しても次の場合には支払いません。

（１）こども死亡保険金

保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき

（２）契約者死亡・高度障害見舞金

Ａ．次のいずれかにより契約者が死亡した場合

・責任開始期の属する日から起算して３年以内の契約者の自殺

・養育年金受取人の故意

Ｂ．契約者が所定の高度障害状態に該当した場合

・契約者の故意

＜７＞保険料の払込免除の取り扱い

（１）次の場合保険料の払込を免除します。

Ａ．契約者死亡・高度障害見舞金が支払われるとき。ただしＢ型の場合は契約者死亡・高度障害見舞金の支払事由と同等の事由が生じたとき

Ｂ．契約者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とし、事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき

（２）保険料の払込免除後の契約内容変更

保険料の払込が免除された場合、以後次の契約内容の変更はできません。

・基準保険金額の減額

・原保険契約への復旧

・保険契約者の変更

（３）保険料の払込を免除しない場合

次のような場合には保険料の払込を免除しません。

・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき

・契約者の犯罪行為によるとき

・契約者の精神障害を原因とする事故によるとき

・契約者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき

・契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき

・契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

次のいずれかにより身体障害状態に該当した被保険者の数の増加が保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。

・地震、噴火または津波によるとき

・戦争その他の変乱によるとき

（４）猶予期間中の取り扱い

猶予期間中に保険料払込免除事由が生じた場合は、猶予期間中に未払保険料を払い込まないと保険料の払込は免除されません。

Ⅲ．祝金等の支払例


１．主契約の支払例

・Ａ型／２２歳満了

・基準保険金額    １００万円

・契約時のこどもの年齢  ０歳

＜１＞保険期間満了まで契約者・被保険者ともに生存の場合


０歳     ６歳     12歳      15歳      18歳      20歳        22歳


＜２＞こどもが7歳のときに契約者死亡の場合



0歳     6歳 7歳  12歳     15歳      18歳       20歳        22歳

保険料払込免除



＜３＞養育年金支払事由発生後、こどもが死亡した場合

被保険者死亡・契約消滅


 契約者死亡


         ０歳 １歳        ５歳




Ⅳ．約款上の留意事項


１．成長祝金と養育年金

＜１＞成長祝金のすえ置支払

成長祝金は一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。この場合、会社所定の利率で積み立てておき、契約者から請求があったとき、保険期間が満了したとき、または保険契約が消滅したときに契約者に支払います。

＜２＞養育年金の現価の一時支払（Ａ型の場合）

養育年金の支払事由発生後、養育年金受取人は将来の養育年金の受取にかえて、約款に定める養育年金の現価の一時支払を請求することができます。

２．契約内容の変更

＜１＞基準保険金額の減額

契約者は養育年金の支払事由の発生前に限り、基準保険金額を減額することができます。

＜２＞原保険契約への復旧

契約者は基準保険金額を減額した日からその日を含めて３年以内であれば、原保険契約へ復旧することができます。

３．保険契約者

＜１＞契約者の範囲

契約者の範囲は被保険者の父母または二親等以内の親族です。ただし、Ａ型においては被保険者を扶養している者に限ります。
（Ａ型において被保険者の父母がいる場合、祖父母は契約者にはなれません。）

＜２＞契約者の変更

契約者は被保険者の同意および会社の承諾を得て保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継することができます。この場合、新たに契約者となる者の告知（診査）を行い、会社所定の金額を授受し、保険料を改めます。

＜３＞契約者の変更を取り扱わない場合

次の場合には契約の変更を取り扱いません。

（１）新たに契約者となる者の契約日における契約年齢が、会社の定めた年齢範囲外であるとき

（２）新たに契約者となる者が、会社の定めた範囲外の者であるとき

（３）保険期間の満了日前２年未満のとき

（４）保険料の払込が免除されているとき

＜４＞契約者が死亡した場合

契約者が死亡した場合、次の者は保険契約上一切の権利義務を承継します。

（１）Ａ型の場合は養育年金受取人

（２）Ｂ型の場合は被保険者

４．養育年金受取人

＜１＞養育年金受取人の変更

契約者は被保険者の同意を得て、会社に対する通知により養育年金受取人を変更することができます。また、契約者は法律上有効な遺言によっても、養育年金受取人を変更できます。

ただし、変更後の養育年金受取人は被保険者または被保険者の父母もしくはその他の親族のうちのいずれか１人を指定しなければなりません。

＜２＞養育年金受取人が死亡した場合

養育年金受取人と被保険者が異なる場合で、養育年金受取人が死亡した場合には、被保険者を新たな養育年金受取人とします。

＜３＞契約者の死亡により保険契約上一切の権利義務を承継した養育年金受取人が死亡した場合

被保険者を保険契約上の一切の権利義務の承継人とします。

５．解約

養育年金の支払事由が生じた後に保険契約を解約するときは、養育年金部分については約款に定める養育年金の現価を一時に支払います。

６．年金・保険金等の支払期限

年金・保険金等は請求書類が会社に到着した日の翌日から５営業日以内に支払います。

ただし、年金・保険金等の支払に際して確認等が必要な場合、支払期限は次のとおりです。

（１）支払事由発生の有無の確認が必要な場合等　

60日

（２）上記（１）の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な場合　

照会や調査の内容により　90日・120日・180日

７．未経過保険料の返還

払込方法が年払・半年払契約の場合、保険契約が消滅（注１）したときまたは保険料の払込を要しなくなったときに、すでに払込まれた保険料（注２）のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以降に対応する未経過月数分（１か月未満の端数は切り捨て）の保険料相当額を未経過保険料として返還します。

【計算式】

・年払の場合

未経過保険料＝年払保険料×未経過月数÷１２

・半年払の場合

未経過保険料＝半年払保険料×未経過月数÷６
（注１）主契約または付加されている特約の解約や減額、保険金等の支払による消滅等を含みます。

（注２）保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に限ります。

８．養育年金受取人による保険契約の存続（介入権）

＜１＞債権者等の解約について

契約者の債権者等による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から１か月を経過した日に効力が発生します。






＜２＞養育年金受取人による保険契約の存続

（１）債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす養育年金受取人は契約を存続させることができます。

①　契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること

②　契約者でないこと

（２）養育年金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なうことが必要です。

①　契約者の同意を得ること

②　解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（解約返戻金相当額）を債権者等に支払うこと
③　上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること。（会社への通知についても期間内に行なうこと）





＜３＞解約の通知が会社に到着した時から１か月の間に成長祝金、こども死亡保険金、契約者死亡・高度障害見舞金または養育年金の支払事由が発生した場合の取扱い

　　　　　会社が成長祝金、こども死亡保険金、契約者死亡・高度障害見舞金または養育年金を支払うときは、その支払額の範囲内で、解約返戻金相当額（すでに会社が債権者等に支払った金額がある場合、支払った金額を差し引いた金額）を債権者等に支払います。

この場合、その支払額から債権者等に支払う解約返戻金相当額（すでに会社が債権者等に支払った金額がある場合、支払った金額を差し引いた金額）を引いた残額があれば、その残額を成長祝金、こども死亡保険金、契約者死亡・高度障害見舞金または養育年金の受取人に支払います。





	債権者等に支払う金額
	こども死亡保険金の受取人に支払う金額

	解約返戻金相当額

（こども死亡保険金の支払額が限度）
	こども死亡保険金の支払額から債権者等に支払った解約返戻金相当額を引いた残額


９．契約内容の変更可否一覧

契約内容変更の詳細については、保全の取扱規定等を参照してください。

	変更内容項目
	取扱の可否

	保険料払込方法（回数）の変更
	○

	保険期間または保険料払込期間の変更
	×

	養育年金受取人の変更
	○

	保険契約者の変更
	○

	被保険者の変更
	△(※)

	基準保険金額の増額
	×

	基準保険金額の減額
	○

	払済保険への変更
	×

	延長保険への変更
	×

	原保険契約への復旧
	○

	保険料の自動振替貸付
	○

	契約者貸付
	○

	保険契約の型の変更
	×


※出生前加入特則が付加されていて、複数出産の場合で、戸籍上先順位に記載された者が１年以内に死亡し、死亡した日から１か月以内に申し出があったとき、同時に出生した者のみ可

10．契約者配当金

＜１＞契約者配当金

５年ごと利差配当付の場合、責任準備金の運用益が会社の予定した運用益を超えた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が発生し、会社はこれを所定の利率で積み立てておきます。また、保険期間の途中で解約を行った場合や保険事故が発生したケースについては、契約後２年以内または直前の５年ごと応当日から１年以内の解約・減額、契約後または直前の応当日から１年以内に保険金等の支払により契約が消滅した場合の配当金はありません。それ以外についても解約・減額により支払う配当金は、死亡等により契約が消滅する場合に支払う配当金より少なくなります。

＜２＞配当金の支払方法

会社所定の利率で積み立てておき、契約者から請求があったときまたは保険金を支払うときに併せて支払います。この利率は経済情勢により変動します。
Ⅴ．出生前加入特則


１．出生前加入特則

＜１＞出生前加入特則の付加

出生前加入特則を付加することにより、被保険者となるべき者が胎児の場合でもこども保険に加入することができます。出産予定日（母子手帳に記載された日）の140日前から取り扱います。

＜２＞被保険者

胎児は出生した時から被保険者となります。被保険者が出生したときはすみやかに会社所定の請求書類を提出してください。
胎児が流産または死産等により出生しなかった場合は、保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を契約者に払い戻します。

＜３＞責任開始期

契約者および被保険者の責任開始期は次のとおりです。

契約日（年払の場合）

 出生

出生前に契約者が死亡または高度障害状態に該当し、契約者死亡・高度障害見舞金および養育年金の支払事由が生じた場合、被保険者が出生した日を契約者死亡・高度障害見舞金および第１回養育年金の支払日とします。

＜４＞複数出生の場合

（１）複数出生の場合の被保険者

胎児が複数で出生した場合には、戸籍上先順位に記載された者を被保険者とします。ただし、この被保険者が１年以内に死亡したとき、同時に出生した者が生存していれば、被保険者が死亡した日から１か月以内に限り、同時に出生した者のうち、戸籍上次順位の者を新たな被保険者とすることができます。

（２）被保険者の変更を取り扱わない場合

次の場合被保険者の変更を取り扱いません。

・変更前に被保険者について、こども死亡保険金が支払われたとき、または請求を受けているとき

・契約者が変更前の被保険者を故意に死亡させたとき

契約者死亡・高度障害見舞金











こども死亡保険金





５年ごと積立配当金





養育年金





成長


祝金





成長


祝金





成長


祝金





成長


祝金





成長


祝金





成長


祝金





成長祝金


50万円





成長祝金


40万円











成長祝金


50万円





成長祝金


30万円











成長祝金


20万円











成長祝金


10万円





契約





小学校入学前の� eq \o(\s\do 2(１),\s\do-3(２))�月





中学校入学前の� eq \o(\s\do 2(１),\s\do-3(２))�月





高校入学前の� eq \o(\s\do 2(１),\s\do-3(２))�月





大学入学前の� eq \o(\s\do 2(１),\s\do-3(２))�月





成人式前の� eq \o(\s\do 2(１),\s\do-3(２))�月





満了





成長祝金


50万円





成長祝金


10万円





成長祝金


40万円











成長祝金


50万円





成長祝金


30万円











成長祝金


20万円











契約者死亡・高度障害


見舞金


50万円





養育年金  毎年100万円





成長祝金                  ６歳・・・10万円


12歳・・・20万円


15歳・・・30万円


18歳・・・40万円


20歳・・・50万円


満了時・・・50万円


成長祝金合計                     200万円





成長祝金合計                     200万円


契約者死亡・高度障害見舞金        50万円


養育年金       100万円×15年＝1,500万円





こども死亡保険金 80万円





保険料払込免除





この期間の養育年金の現価を一時に支払います。





▲


養育年金受取人が� 解約返戻金相当額を


債権者等に支払う等





養育年金


毎年100万円





契約者死亡・高度障害見舞金     50万円


養育年金      100万円×５年 ＝500万円


こども死亡保険金                80万円


16回分の養育年金の現価（約款別表により計算）





契約者に対し責任開始





被保険者に対し


責任開始





個人保険・商品解説書


５年ごと利差配当付


こども保険





▲


債権者等による


解約請求





契約者・死亡高度障害


見舞金


50万円





⇒ 契約は継続





１か月





▲


債権者等による


解約請求





⇒ １か月後に契約は消滅





１か月





１か月





⇒契約は消滅





▲


債権者等による


解約請求





▲


こども死亡保険金の支払事由
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